
有料老人ホーム入居契約　　兼

特定施設入居者生活介護等利用契約

重　要　事　項　説　明　書

有料老人ホーム　　　

アペックス越谷　Ｂ棟

記入年月日 ２０２３年　　４月　　１日

記入者名 鎌形　総光 所属・職名 管理者



1．事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

事業主体の名称

法人等の種類 無 営利法人

名称
（ふりがな）かぶしきがいしゃ　あぺっくす

株式会社　アペックス

事業主体の主たる

事務所の所在地

〒３４３－００１５

埼玉県越谷市花田１丁目３５番地１４

事業主体の

連絡先

電話番号 ０４８－９６５－２６５９

ＦＡＸ番号 ０４８－９６３－３３９４

ホームページ

アドレス

無

http://www. apexkaigo.co.jp

事業主体の代表者の

氏名及び職名

氏名 鎌形　有

職名 代表取締役

事業主体の設立年月日 １９９０年１１月２２日

（１）

事業主体が当該都道府県内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞



訪問介護 有

訪問入浴介護 有

訪問看護 有

訪問リハビリテーション 有

居宅療養管理指導 有

通所介護 有

通所リハビリテーション 有

短期入所生活介護 有

短期入所療養介護 有

特定施設入居者生活介護 無

有料老人ホーム

アペックス越谷Ｂ棟

（他１カ所）

越谷市花田

１-３４-２０

福祉用具貸与 有

特定福祉用具販売 有

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護 有

認知症対応型通所介護 有

小規模多機能型居宅介護 有

認知症対応型共同生活介護 有

地域密着型特定施設入居者生活介護 有

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 有

居宅介護支援 有

＜居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問介護 有

介護予防訪問入浴介護 有

介護予防訪問看護 有

介護予防訪問リハビリテーション 有

介護予防居宅療養管理指導 有

介護予防通所介護 有

介護予防通所リハビリテーション 有

介護予防短期入所生活介護 有

介護予防短期入所療養介護 有

介護予防特定施設入居者生活介護 無

有料老人ホーム

アペックス越谷Ｂ棟

（他１カ所）

越谷市花田

１-３４-２０

介護予防福祉用具貸与 有

特定介護予防福祉用具販売 有

＜地域密着型サービス＞

介護予防認知症対応型通所介護 有

介護予防小規模多機能型居宅介護 有

介護予防認知症対応型共同生活介護 有

介護予防支援 有

＜介護保険施設＞

介護老人福祉施設 有

介護老人保健施設 有

介護療養型医療施設 有

（２）

２．施設概要

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先



施設の名称

（ふりがな）ゆうりょうろうじんほーむ　あぺっくすこしがや

　びいとう

有料老人ホーム　アペックス越谷　Ｂ棟

施設の所在地
〒３４３－００１５

埼玉県越谷市花田１丁目３４番地２０

施設の

連絡先

電話番号 ０４８－９６０－５００１

ＦＡＸ番号 ０４８－９６０－５００２

ホームページ

アドレス

無

http://www.ac.auone-net.jp/~apex/

施設の開設年月日 ２００６年　８月　１日

施設の管理者の

氏名及び職名

氏名 鎌形　総光

職名 管理者

施設までの主な利用交通手段

東武伊勢崎線「新越谷駅｣東口下車。

朝日バス　花田・市立図書館行｢花田第４公園入口｣　２００ｍ（徒歩約３分）。

施設の類型及び

表示事項

類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

居住の権利形態：利用権方式

利用料の支払方式：一時金方式

入居時の要件：入居時自立・要支援・要介護

介 護 保 険：越谷市指定　特定施設入居者生活介護

　　　　　　　　　越谷市指定　介護予防特定施設入居者生活介護

介護居室区分：全室個室

一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制：３：１以上

介護保険事業者番号

特定施設入居者生活介護

平成１８年　８月　１日指定　　越谷市　１１７０８０１４０９号

介護予防特定施設入居者生活介護

平成１８年　８月　１日指定　　越谷市　１１７０８０１４０９号

特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた年月日

（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）

事業の開始年月日 ２００６年　８月　１日

指定の年月日 ２００６年　８月　１日

指定の更新年月日 ２０１８年　８月　１日

介護予防特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた

年月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）

事業の開始年月日 ２００６年　８月　１日

指定の年月日 ２００６年　８月　１日

指定の更新年月日 ２０１８年　８月　１日

（３）

３．従業者に関する事項

①　有料老人ホームに関する事項



職種別の従業者の人数及びその勤務形態

有料老人ホームの人数及びその勤務形態

実人数

職　種

常　勤 非常勤 合　計 常勤換算人数

専　従 非専従 専　従 非専従

施設長 ０ １ ０ ０ １ ０．８

生活相談員 ０ ０ ０ ２ ２ １．０

看護職員 １ ０ ０ １ ２ １．５

介護職員 ４ ０ ８ ０ １２ ９．４

機能訓練指導員 ０ ０ １ ０ １ ０．０

計画作成担当者 ０ １ ０ ０ １ ０．２

栄養士 ０ ０ ０ ０ ０ ０．０　（委託）

調理員 ０ ０ ０ ０ ０ ０．０　（委託）

事務員 ０ １ ０ ０ １ ０．４

その他従業者 ０ ０ ２ ０ ２ ０．９

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ４０

＊常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算

した人数をいう。

従業者である介護職員が有している資格

延べ人数

資　格

常　勤 非常勤

専　従 非専従 専　従 非専従

社会福祉士 ０ ０ ０ ０

介護福祉士 ２ ０ ２ ０

介護職員基礎研修 ０ ０ ０ ０

訪問介護１級 ０ ０ ０ ０

訪問介護２級 ２ ０ ６ ０

訪問介護３級 ０ ０ ０ ０

介護支援専門員 ０ ０ ０ ０

従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数

資　格

常　勤 非常勤

専　従 非専従 専　従 非専従

理学療法士 ０ ０ １ ０

作業療法士 ０ ０ ０ ０

言語聴覚士 ０ ０ ０ ０

看護師及び准看護師 ０ ０ ０ ０

柔道整復士 ０ ０ ０ ０

あん摩マッサージ指圧師 ０ ０ ０ ０

夜勤を行う看護職員

及び介護職員の人数

最少時の人数（宿直の従業者を除いた人数） １

平均時の人数 １

（４）

職種別の従業者の人数及びその勤務形態

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及び

その勤務形態



実人数

職　種

常　勤 非常勤 合　計
常勤換算

人　　数

専　従 非専従 専　従 非専従

生活相談員 ０ ０ ０ ２ ２ １．０

看護職員 １ ０ ０ １ ２ １．５

介護職員 ４ ０ ８ ０ １２ ９．４

機能訓練指導員 ０ ０ １ ０ １ ０．０

計画作成担当者 ０ １ ０ ０ １ ０．２

その他従業者 ０ ０ ２ ０ ２ ０．９

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 ４０

＊常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算

した人数をいう。

従業者である介護職員が有している資格

延べ人数

資　格

常　勤 非常勤

専　従 非専従 専　従 非専従

社会福祉士 ０ ０ ０ ０

介護福祉士 ２ ０ ２ ０

介護職員基礎研修 ０ ０ ０ ０

訪問介護１級 ０ ０ ０ ０

訪問介護２級 ２ ０ ６ ０

訪問介護３級 ０ ０ ０ ０

介護支援専門員 ０ ０ ０ ０

従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数

資　格

常　勤 非常勤

専　従 非専従 専　従 非専従

理学療法士 ０ ０ １ ０

作業療法士 ０ ０ ０ ０

言語聴覚士 ０ ０ ０ ０

看護師及び准看護師 ０ ０ ０ ０

柔道整復士 ０ ０ ０ ０

あん摩マッサージ指圧師 ０ ０ ０ ０

管理者の他の職務との兼務の有無 無　・　

管理者が有している

当該業務に係わる資格等
無　・　 資格等の名称：介護支援専門員

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の利用者に対する

看護職員及び介護職員の常勤換算方法による人数の割合
３：１

（５）

従業者の当該介護サービスに係わる業務に従事した経験年数等

職　種 看護職員 介護職員 生活相談員



常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

前年１年間の退職者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

業務に従事した経験年数

１年未満の人数 ０ ０ １ ０ ０ ０

１年以上３年未満の人数 ０ ０ ０ ０ ０ ０

３年以上５年未満の人数 ０ １ １ ０ ０ １

５年以上１０年未満の人数 ０ ０ ０ ２ ０ １

１０年以上の人数 １ ０ ２ ６ ０ ０

職　種 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 ０ ０ ０ ０

前年１年間の退職者数 ０ ０ ０ ０

業務に従事した経験年数

１年未満の人数 ０ ０ ０ ０

１年以上３年未満の人数 ０ ０ ０ ０

３年以上５年未満の人数 ０ ０ ０ ０

５年以上１０年未満の人数 ０ ０ ０ ０

１０年以上の人数 ０ １ １ ０

従業者の健康診断の実施状況 　無　・　

（６）

４．サービスの内容

施設の運営に関する方針



有料老人ホーム　アペックス越谷は、「遊び心」そして真心をお届けする知識あふれるスタッフ

が快適なくらしを応援いたします。

アペックス「ＡＰＥＸ」とは、愉しみの「Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ」、贈り物の「Ｐｒｅｓｅｎｔ」、

専門家の「Ｅｘｐｅｒｔ」をひとつにして「遊び心と真心」そして「安心をお届けする専門家」

として発足いたしました。人と人とのつながりを大切にして、ＡＰＥＸはさまざまなライフスタ

イルをご提案いたします。

運営に際しまして、個人の生活設計を尊重し、ご入居者の良識ある暮らしを前提に、全体運営上

必要な最小限のルールとして、おります。

介護サービスの内容、利用定員等

医療機関連携加算（介護報酬の加算）の有無 無　・　

サービス提供体制強化加算Ⅲ（介護報酬の加算）の有無 無　・　

介護職員処遇改善加算（介護報酬の加算）の有無 無　・　

退院・退所時連携加算（介護報酬の加算）の有無 無　・　

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別　紙

協力医療機関の名称 越谷誠和病院

協力の内容

内科、外科、整形外科、消化器科、循環器科、小児科

脳神経外科、泌尿器科、皮膚科形成科、リハビリテーション

科

協力医療機関の名称 医療法人社団　友健会　ミントクリニック越谷

協力の内容 内科

協力歯科医療機関 無　・　　その名称：春日部デンタルクリニック

協力の内容 訪問歯科

要介護時における居室の住み替えに関する事項

要介護時に介護を行う場所

介護居室。

入居後に居室を住み替える場合

一時介護居室へ移る場合

判断基準・手続きについて

なし

追加費用の有無 　・　有

居室利用権の取扱い

なし

入居一時金償却の調整の有無 　・　有

従前居室からの面積増減の有無 　・　有

従前居室との仕様の変更

便所の変更有無 　・　有

浴室の変更有無 　・　有

洗面所の変更有無 　・　有

台所の変更有無 　・　有

その他の変更有無 　・　有

なし

（７）



介護サービスの内容、利用定員等

要介護時における居室の住み替えに関する事項

入居後に居室を住み替える場合

介護居室へ移る場合

判断基準・手続きについて

なし

追加費用の有無 　・　有

居室利用権の取扱い なし

入居一時金償却の調整の有無 　・　有

従前居室からの面積増減の有無 　・　有

従前居室との仕様の変更 　・　有

便所の変更有無 　・　有

浴室の変更有無 　・　有

洗面所の変更有無 　・　有

台所の変更有無 　・　有

その他の変更有無 　・　有

なし

その他

判断基準・手続きについて

なし

追加費用の有無 　・　有

居室利用権の取扱い なし

入居一時金償却の調整の有無 　・　有

従前居室からの面積増減の有無 　・　有

従前居室との仕様の変更 　・　有

便所の変更有無 　・　有

浴室の変更有無 　・　有

洗面所の変更有無 　・　有

台所の変更有無 　・　有

その他の変更有無 　・　有

なし

施設の入居に関する要件

自立しているものを対象 　無　・　

要支援の者を対象 　無　・　

要介護者の者を対象 　無　・　

留意事項

・原則として６０歳以上で、健康な方から生活に不安の方、介護が

必要な方までが対象になっております。

・身元引受人のある方

・所定の費用負担ができる方

・施設が必要と認めた手続ができる方(代理の方でも結構です)

・健康保険に加入されている方

・アペックスの運営方針をご理解いただいて協力いただける方

契約解除の内容

有料老人ホーム契約書（契約の終了）

第２８条　次の各号のいずれかに該当する場合に本契約は終了するも

の

とします。

　　　一　入居者が死亡したとき

　　　二　事業者が第２９条に基づき解除を通告し、予告期間が満了

したとき

　　　三　入居者が第３０条に基づき解約を行なったとき

（８）



介護サービスの内容、利用定員等

体験入居の内容
居室が空いている場合のみ

健常者　　１泊　２日　　　　５，０００円（税込）

入居定員
３０人
（うち３０名　特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護）

その他

短期解約特例

入居一時金の償却起算日後、９０日以内に解約される場合は、契

約書第４４条に基づき、入居一時金及び月額利用料等、受領済総

額の契約期間に係わる日割分を除き、全額を返還いたします。

入居者の状況

入居者の人数

介護度別

年齢別
自　立 要支援１ 要支援２ 合　計

６５歳未満 ０ ０ ０ ０

６５歳以上７５歳未満 ０ ０ １ １

７５歳以上８５歳未満 ０ １ １ ２

８５歳以上 ０ ０ ０ ０

介護度別

年齢別
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合　計

６５歳未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０

６５歳以上７５歳未満 １ １ ０ ０ ０ ２

７５歳以上８５歳未満 １ １ １ １ ０ ４

８５歳以上 ４ ２ ３ ４ ６ １９

入居者の平均年齢 ８７．２歳

入居者の男女別人数 男性 　９　人 女性 １９　人

入居率（一時的に不在になっている者を含む） ９３．３３％

前年度の有料老人ホーム又は軽費老人ホームを退去した者の人数

介護度別

退去先
自　立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合　計

自宅等 ０ ０ ０ ０ ０

社会福祉施設 ０ ０ ０ ０ ０

医療機関 ０ ０ ０ ０ ０

死亡者 ０ ０ ０ ０ ０

その他 ０ ０ ０ ０ ０

介護度別

退去先
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合　計

自宅等 ０ ０ ０ ０ ０ ０

社会福祉施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

医療機関 ０ ０ ０ ０ ０ ０

死亡者 ０ ０ ０ ２ １ ３

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

入居者の入居期間

入居期間 ６ケ月未満
６ケ月以上

1年未満

1年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上

１５年未満
１５年以上

入居者数 ２ ３ １３ １０ ０ ０

（９）



施設、設備等の状況

建物の構造
建築基準法第２条第９号の２に規程する耐火建築物 無　・　

建築基準法第２条第９号の３に規程する準耐火建築物 　・　有

居室の状況

区　　分 室　数 人　数 居室の床面積

一般居室個室 ・有 ― ― ―　　㎡

一般居室相部屋 ・有 ― ― ―　　㎡

介護居室個室 無・ ３０ ３０

１６．５２㎡

～

１９．７０㎡

介護居室相部屋 ・有 ― ― ―　　㎡

一時介護室 ・有 ― ― ―　　㎡

共用便所の設置数 ５
うち男女別の対応が可能な数 ２

うち車椅子等の対応が可能な数 ３

個室の便所の設置数 ３０
個室における便所の設置割合 １００％

うち車椅子等の対応が可能な数 ３０

浴室の設備状況 浴室の数
個　浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

― １ １ ―

その他、浴室の設備に関する事項

なし

食堂の設備状況

入居者等が調理を行う設備状況 　・　有

その他共用施設の設備状況

無　・　

食堂（デイルーム兼用）、一般浴室、特殊浴室、機能訓練室、健康管理

室

相談室兼事務室、洗濯室、駐輪場

バリアフリーの対応状況

全居室内トイレ、廊下、共用トイレは手すりを設置。車イスでの移動可能。

緊急通報装置の設置状況 無　・　一部　・　
各居室、共用トイレ、中間浴室、特殊浴室

に設置

外線電話回線の設置状況 無　・　一部　・　 各居室に設置

テレビ回線の設置状況 無　・　一部　・　 各居室に設置

施設の敷地に関する事項

敷地の面積 ６４２．５０㎡

敷地の所有者 事業所を運営する法人が所有 　・　一部　・　有

抵当権の設定 無　・　

貸借（借地）

無　・　

契約期間
始）２００５年　６月　１日

終）２０３５年　５月３１日

契約の自動更新 無　・　

施設の建物に関する事項

建物の床延面積 １３０３．８９㎡

建物の所有者 事業所を運営する法人が所有 無　・　一部　・　

抵当権の設定 無　・　

貸借（借家）

　・　有

契約期間 ―

契約の自動更新 　・　有
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利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口

窓口の名称 有料老人ホーム　アペックス越谷Ｂ棟　生活相談員

電話番号 ０４８（９６０）５００１

対応している時間

平日 午前９：００～午後５：００

苦情処理担当者を定め体制を整備。入

居者からの苦情内容には守秘義務を課

し、速やかに対応。苦情申し出による

差別的な待遇は一切行わない。

土曜

日曜・祝日

定休日等

上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

対応している時間

平日 窓口：（社）全国有料老人ホーム協会

０３（３５４８）１０７７

窓口：埼玉県国民健康保険団体連合会

０４８（８２４）２５６８

窓口：越谷市役所福祉部介護保険課

　　　０４８（９６３）９１６９

　　　０４８（９６３）９３０５

対応時間等、詳しくは各機関にお問合

せください。

土曜

日曜・祝日

定休日等

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

損害賠償責任保険の加入状況 無　・　

（社）全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム損害賠償責任保険」に加入しており、サー

ビス提供上の事故により入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合、不可抗力による場

合を除き賠償される。

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 　・　有

サービスの提供内容に関する特色等

リハビリテーションとは、リハビリ室で行う訓練だけがリハビリではなく、生活のすべてがリ

ハビリにつながります。よって入居者が自分自身でできることは可能な限りご自分でしていた

だきますので、ご家族の方もご協力ください。できないところは、ケアワーカーがお手伝いさ

せていただきます。

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 無　・　

実施した年月日 平成２９年　１１月２０日

当該結果の開示状況 無　・　

第三者による評価の実施状況 無　・　

実施した年月日 平成２３年　２月１７日

実施した評価機関の名称 　株式会社　ぎょうせい総合研究所

当該結果の開示状況 無　・　
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６．利用料金

年齢により一時金の料金が異なる場合 無　・　

一時金に関する費用

①居室に要する一時金（一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当

額の一部に充当されるもの）
無　・　

価格帯

名　称
最　低　額 最　高　額 最多価格帯

個　室（１人入居の場

合）
１８７．２万円 ３３２．４万円 ― 戸

償却開始
入居をした月 無　・　

上記以外

初期償却率（％） １０％

入居金償却期間

６０歳～６９歳（６０ケ月）　　８５歳～８９歳（３６ケ月）

７０歳～７９歳（５４ケ月）　　９０歳～　　　（２４ケ月）

８０歳～８４歳（４８ケ月）

解約時返還金

の算定方法

９０％を各入居金償却期間で償却し、この期間内に契約が終了した場

合には、下記の計算式に基づき無利息で返還します。期間終了後は返

還金はなくなります。追加入居金は不要です（契約解約条件について

は第４項を参照）。

（入居一時金 × ０．９）÷ 入居金償却期間日数 × 入居経過日数

入居一時金の算定根拠

借地代、建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想

定居住期間等に係わる家賃相当額の一部金。

保全措置の実施状況

無　・　

社団法人全国有料老人ホーム協会の入居者基金制度に加入。当社が個

別入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至

り、入居者のすべてが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居

契約が解除された場合に償却期間終了後においても保証金として５０

０万円が入居者に支払われる（５００万円は前払い金総額に対する保

証額）。

入居一時金を構成する

費用

当該施設の開発費、土地代又は地代、建設費・整備費用、又は家賃、

大規模修繕等修繕費、物価等変動費、借入利息、管理事務費を含む当

該施設の開発等に関わる総費用で、老人福祉法第２９条第６項におい

て受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。

②利用者の選定による介護サービス利用料

（人員配置が手厚い場合の介護サービス）
　・　有

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 　・　有

④その他に要する一時金 　・　有

⑤保証金 無　・　 ３１．２万円

居室の原状回復費（入居者の故意、過失、善意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用に

よる損耗、毀損を復旧すること）及び管理費、水道光熱費、家賃相当額の遅延など差し引き返金す

るための費用
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介護保険給付以外のサービスに要する費用

月額の場合の利用料の額

管　理　費 無　・　 ５０，０００円（税別）

共用施設等の維持管理費。また、管理費以外の実費徴収サービスとしては、協力病院以外の受診

対応（３，１５０円／回）、コピーサービス（１０円／回）を実施（詳細は添付の「介護サービ

ス等の一覧表」を参照）。

食　　　費 無　・　 ４８，０００円（税別）

朝食（４００円）、昼食（５００円）、おやつ（１００円）、夕食（６００円）を３０日喫

食した場合の費用（食数に応じて請求します）。

水道光熱費 無　・　 ２２，０００円（税別）

冷暖房費含

利用者の個別的な選択に

よる介護サービス利用料

人員配置が手厚い場合の介護サービス 　・　有

個別的な選択による介護サービス 無　・　

協力病院以外の受診対応（３，１５０円／回）、指定範囲、回数

を超える買物代行、おむつ代（詳細は添付の「介護サービス等の

一覧表」を参照）。

家賃相当額 無　・　 ２２，０００円

入居者が居住する居室の家賃、その他共用施設の利用料一部金

その他に必要な

月額利用料
　・　有

要支援者又は要介護者の場合、介護保険給付の自己負担額を支払います。

１割負担額

要介護認定等
介護給付費

（単位／日）

介護給付費

（３０日）

医療機関

連携加算

（単位／月）

サービス提供

強化加算Ⅲ

（３０日）

退院・退所時

連携加算

（３０日）

自立（非該

当）

― ― ― ―
―

要支援１ １８２ ５,４６０ ８０ １８０ ―

要支援２ ３１１ ９,３３０ ８０ １８０ ―

要介護１ ５３８ １６,１４０ ８０ １８０ ９００

要介護２ ６０４ １８,１２０ ８０ １８０ ９００

要介護３ ６７４ ２０,２２０ ８０ １８０ ９００

要介護４ ７３８ ２２,１４０ ８０ １８０ ９００

要介護５ ８０７ ２４,２１０ ８０ １８０ ９００

要介護認定等

介護職員

処遇改善加算

単位数

(加算率

8.2％)

介護給付費

総単位数

（３０日）

介護報酬額

の目安

（３０日）

法定代理受領

相当分の目安

（３０日）

法定代理受領

の場合の自己

負担分の目安

（３０日）

自立（非該

当）
― ― ― ― ―

要支援１ ４６９ ６,１８９ ６３,５６１ ５７,２０４ ６,３５７

要支援２ ７８６ １０,３７６ １０６,５６１ ９５,９０４ １０,６５７

要介護１ １,３４４ １７,７４４ １８２,２３０ １６４,００７ １８,２２３

要介護２ １,５０７ １９,８８７ ２０４,２３９ １８３,８１５ ２０,４２４

要介護３ １,６７９ ２２,１５９ ２２７,５７２ ２０４,８１４ ２２,７５８

要介護４ １,８３６ ２４,２３６ ２４８,９０３ ２２４,０１２ ２４,８９１

要介護５ ２,００６ ２６,４７６ ２７１,９０８ ２４４,７１７ ２７,１９１
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要支援者又は要介護者の場合、介護保険給付の自己負担額を支払います。

２割負担額

要介護認定等

介護職員

処遇改善加算

単位数
(加算率

8.2％)

介護給付費

総単位数

（３０日）

介護報酬額

の目安

（３０日）

法定代理受領

相当分の目安

（３０日）

法定代理受領

の場合の自己

負担分の目安

（３０日）

自立（非該

当）
― ― ― ― ―

要支援１ ４６９ ６,１８９ ６３,５６１ ５０,８４８ １２,７１３

要支援２ ７８６ １０,３７６ １０６,５６１ ８５,２４８ ２１,３１３

要介護１ １,３４４ １７,７４４ １８２,２３０ １４５,７８４ ３６,４４６

要介護２ １,５０７ １９,８８７ ２０４,２３９ １６３,３９１ ４０,８４８

要介護３ １,６７９ ２２,１５９ ２２７,５７２ １８２,０５７ ４５,５１５

要介護４ １,８３６ ２４,２３６ ２４８,９０３ １９９,１２２ ４９,７８１

要介護５ ２,００６ ２６,４７６ ２７１,９０８ ２１７,５２６ ５４,３８２

要支援者又は要介護者の場合、介護保険給付の自己負担額を支払います。

３割負担額

要介護認定等

介護職員

処遇改善加算

単位数
(加算率

8.2％)

介護給付費

総単位数

（３０日）

介護報酬額

の目安

（３０日）

法定代理受領

相当分の目安

（３０日）

法定代理受領

の場合の自己

負担分の目安

（３０日）

自立（非該

当）
― ― ― ― ―

要支援１ ４６９ ６,１８９ ６３,５６１ ４４,４９２ １９,０６９

要支援２ ７８６ １０,３７６ １０６,５６１ ７４,５９２ ３１,９６９

要介護１ １,３４４ １７,７４４ １８２,２３０ １２７,５６１ ５４,６６９

要介護２ １,５０７ １９,８８７ ２０４,２３９ １４２,９６７ ６１,２７２

要介護３ １,６７９ ２２,１５９ ２２７,５７２ １５９,３００ ６８,２７２

要介護４ １,８３６ ２４,２３６ ２４８,９０３ １７４,２３２ ７４,６７１

要介護５ ２,００６ ２６,４７６ ２７１,９０８ １９０,３３５ ８１,５７３

その他、一時金及び利用料以外に必要な料金 無　・　

一　利用者の選定により提供される介護（３０分：３００円）

二　おむつ代、トイレットペーパーなどの消耗品　実費

三　理美容サービス　実費

四　洗濯機（１回：１５０円）

五　リネン代　実費

六　協力病院以外の受診付き添い（１回：３，０００円）

七　協力病院以外の薬の受取り（１回：１，０００円）

八　個別に必要な日常品は、立て替えて後日精算

九　その他日常生活上の便宜に係わる費用　実費

添付書類：「介護サービス等の一覧表」

　　　　　　　　　　　　　　　様



説明年月日　　　令和　　　年　　　月　　　日

説明者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１４）


